
 

京都市介護保険条例の一部を改正する条例（令和３年３月３０日京都市条例第   号）

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 

  本市介護保険事業について，必要な措置を講じるため，次のとおり定めることとしま

した。 

１ 保険料率の改定 

⑴  令和３年度から令和５年度までの介護保険事業に係る財政の均衡を確保するた

め，次のとおり各年度における保険料率を定めます。 
（参考）平成３０年度から令和２年度ま

での保険料率（改正前） 
令和３年度から令和５年度までの保険

料率（改正後） 

３９，６００円から１８６，１２０円ま

での範囲内において１１段階に区分 
４０，８００円から１９１，７６０円ま

での範囲内において１１段階に区分 

⑵  ⑴にかかわらず，⑴の保険料率の区分が第１段階（改正後 ４０，８００円）

の者の令和３年度から令和５年度までの保険料率は２４，４８０円とし，第２段

階（改正後 ５５，４８８円）の者の令和３年度から令和５年度までの保険料率

は３５，０８８円とし，第３段階（改正後 ６１，２００円）の者の令和３年度

から令和５年度までの保険料率は５７，１２０円とします。 

２ 所得指標の見直し 

 第１号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準について，地方税法に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）に所得税法に規定する給与所得

又は公的年金等に係る所得が含まれている場合には当該給与所得及び当該公的年金

等に係る所得の合計額は，同法の規定により計算した金額の合計額から１００，００

０円を控除して得た額とすることとするとともに，合計所得金額は低未利用土地等を

譲渡した場合の譲渡所得に係る特別控除適用後の金額とすることとします。 

この条例は，令和３年４月１日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

５０



 

 京都市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和３年３月３０日 

                       京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第   号 

  京都市介護保険条例の一部を改正する条例 

京都市介護保険条例の一部を次のように改正する。 

第４条第１項各号列記以外の部分中「平成３０年度」を「令和３年度」に，「令和２年

度」を「令和５年度」に改め，同項第１号中「３９，６００円」を「４０，８００円」に

改め，同項第２号中「５３，８５６円」を「５５，４８８円」に改め，同項第３号中「５

９，４００円」を「６１，２００円」に改め，同項第４号中「７１，２８０円」を「７３，

４４０円」に改め，同項第５号中「７９，２００円」を「８１，６００円」に改め，同項

第６号中「８７，１２０円」を「８９，７６０円」に改め，同号ア中「いう。）（」の右に

「合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に

規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合における当該給与所得及び当該公的年

金等に係る所得の合計額については，同法第２８条第２項の規定により計算した金額及び

同法第３５条第２項第１号の規定により計算した金額の合計額から１００，０００円を控

除して得た額（当該額が零を下回る場合には，零）によるものとし，」を加え，「第３５条

の２第１項」の右に「，第３５条の３第１項」を加え，「得た額」の右に「（当該額が零を

下回る場合には，零）」を加え，同項第７号中「１０６，９２０円」を「１１０，１６０円」

に改め，同項第８号中「１２６，７２０円」を「１３０，５６０円」に改め，同項第９号

中「１４６，５２０円」を「１５０，９６０円」に改め，同項第１０号中「１６６，３２

０円」を「１７１，３６０円」に改め，同項第１１号中「１８６，１２０円」を「１９１，

７６０円」に改め，同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に，

「２３，７６０円」を「２４，４８０円」に改め，同条第３項中「令和２年度」を「令和

３年度から令和５年度まで」に，「３４，０５６円」を「３５，０８８円」に改め，同条第

４項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に，「５５，４４０円」を「５

７，１２０円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

５０



 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市介護保険条例（以下「改正後の条例」という。）の規定

は，令和３年度分の保険料から適用し，令和２年度分までの保険料については，なお従

前の例による。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和３年５月３１日までの間に保険料の賦課期日が到来する

者について，介護保険法第１４０条第１項若しくは第２項又は改正後の条例第８条第１

項の規定により徴収する保険料に係る保険料率の区分（改正後の条例第４条第１項各号

に掲げる第１号被保険者の区分をいう。）は，健康保険法施行令等の一部を改正する政

令（令和２年政令第３８１号。以下「改正令」という。）による改正後の介護保険法施

行令第３８条第１項第１号ハに規定する合計所得金額及び改正後の条例第４条第１項

第６号アに規定する合計所得金額に代えて，地方税法第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法第３３条の４第１

項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３

５条第１項，第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には，合計所得

金額から改正令による改正前の介護保険法施行令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とする。）を用いて判定する。 

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 


